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市
は
、
平
成
　
年
度
か
ら
１
年
間
、

２３

「
条
例
を
守
り
育
て
る
た
め
の
市
民
会

議
」
を
設
置
し
て
、
条
例
内
容
の
再
検
討

に
取
り
組
み
ま
し
た
。
今
回
の
改
正
は
、

市
民
会
議
か
ら
提
出
さ
れ
た
提
案
書
に
基

づ
き
条
例
を
見
直
し
た
も
の
で
、
次
の
２

点
に
つ
い
て
条
例
の
改
正
を
行
い
ま
し
た
。

興
第
２
条
第
２
項
の
「
市
民
の
定
義
」
に

　「
事
業
者
」
を
記
載

　
こ
れ
ま
で
「
事
業
者
」
も
、
広
く
「
市

民
」
に
含
ま
れ
る
も
の
と
捉
え
て
い
ま
し

た
が
、
具
体
的
な
記
載
が
な
か
っ
た
た
め
、

「
市
民
の
定
義
」
に
お
い
て
、「
市
内
に

お
い
て
活
動
す
る
団
体
及
び
事
業
者
」
と
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光
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ま
ち
づ
く
り
基
本
条
例
ををををををををををををををををを
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一
部
改
正
し
ま
し
た

　
市
民
の
皆
さ
ん
で
育
て
る
ま
ち
づ
く
り

の
ル
ー
ル
で
す
。
市
民
と
議
会
、
市
が
一

体
と
な
っ
て
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
て
い
く

た
め
に
、
基
本
と
な
る
考
え
方
や
仕
組
み

に
つ
い
て
定
め
た
も
の
で
、
市
の
最
高
規

範
と
な
る
も
の
で
す
。

　
こ
の
条
例
の
「
共

有
・
参
画
・
協
働
」

と
い
う
基
本
理
念
が
、

ま
ち
づ
く
り
の
中
で

実
践
さ
れ
る
こ
と
に

よ
り
「
市
民
が
主
役

の
ま
ち
づ
く
り
」
が

一
層
推
進
さ
れ
ま
す
。

酸
日
光
市
ま
ち
づ
く
り
基
本
条
例
と
は

酸
改
正
内
容
は
？

　
市
は
、
市
民
が
主
役
の
ま
ち
づ
く
り
の

推
進
に
向
け
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
施
策
を
展

開
し
て
い
ま
す
が
、
そ
の
基
本
と
な
る
も

の
が
ま
ち
づ
く
り
基
本
条
例
で
す
。

　
今
後
も
市
は
、
共
有
・
参
画
・
協
働
を

基
本
理
念
と
す
る
こ
の
条
例
の
普
及
・
啓

発
を
進
め
、
市
民
の
皆
さ
ん
と
と
も
に
日

光
市
の
ま
ち
づ
く
り
を
行
っ
て
い
き
ま
す
。

し
、
位
置
付
け
を
明
確
に
し
ま
し
た
。

興
「
危
機
管
理
」
に
関
す
る
条
項
の
追
加

　
昨
年
発
生
し
た
東
日
本
大
震
災
は
、
想

定
外
の
大
災
害
と
な
り
ま
し
た
。
そ
こ
で

市
は
、
今
後
危
機
管
理
体
制
を
強
化
し
、

市
民
が
安
全
で
安
心
し
て
生
活
で
き
る
ま

ち
づ
く
り
を
推
進
し
、
市
民
自
ら
も
不
測

の
事
態
に
備
え
て
、
地
域
に
お
い
て
連

携
・
協
力
体
制
の
整
備
に
努
め
る
こ
と
な

ど
を
記
載
し
た
「
危
機
管
理
」
の
条
項
を

新
た
に
追
加
し
ま
し
た
。

　
４
月
１
日
か
ら
施
行
さ
れ
た
日
光
市
ま

ち
づ
く
り
基
本
条
例
の
改
正
条
文
は
、
市

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ご
覧
に
な
れ
ま
す
。

　条例見直しの検討を進め

るため、市民２０名で構成す

る市民会議の委員長を務め

ました。会議を７回開催し、

検討・協議の調整を進める

中で、この条例を市民が身

近に感じるための方策を進め、まちづくりに

役立てていかなければ、この条例は生かされ

ないと感じました。

　私は小代自治会長になり４年目を迎えます。

昨年、落合中学校、落合地区、落合公民館の

連携により、子どもを育てるまちづくりやふ

るさとを実感できる思い出づくりを目的とし

たイベントを開催しました。今後もまちづく

日光市まちづくり基本条例を守り育

てる市民会議　 高  橋  國  男 委員長
たか はし くに お

り基本条例の実

践の見本となる

ような、さまざ

まな事業に取り

組んでいきます。市民会議の様市民会議の様子子

　
市
は
平
成
　
年
４
月
に
、
ま
ち
づ
く
り
の
基
本
的
な
事
項
を
定

２０

め
た
、
日
光
市
ま
ち
づ
く
り
基
本
条
例
を
制
定
し
ま
し
た
。

　
こ
の
条
例
に
は
４
年
を
越
え
な
い
期
間
ご
と
に
、
内
容
を
見
直

す
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
検
討
の
結
果
、
３
月
に
条
例
の
一

部
を
改
正
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
今
回
は
、
条
例
改
正
の
経
緯
と
、

改
正
内
容
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　
 く
わ
し
く
は
　
総
合
政
策
課
　政
策
調
整
係
　
緯（
　
）５
１
３
１

２１

酸
市
民
が
主
役
の
ま
ち
づ
く
り
 

　
を
進
め
ま
す

２０１２年５月号７

森
林
の
土
地
を
新
た
に

　
森
林
の
土
地
を
新
た
に
 

取
　
取
得得
し
た
場

し
た
場
合合

  ご注ご注意意
くださくださいい

森
林
の
土
地
を
新
た
に
取
得
し
た
場
合
、

市
町
村
へ
の
届
出
が
義
務
に
な
り
ま
し
た

　４月１日以降、森林の土地を

新たに取得した場合、取得した

土地の市町村への届出が義務付

けられました。

　届出をしない、または虚偽の

届出をしたときには罰せられる

ことがありますので、正しく届出をしてください。

　今回は、森林の土地を新たに取得した場合の届出方法と、併

せて伐採や転用をする場合の届出方法についてお知らせします。

　
森
林
の
伐
採
や
転

森
林
の
伐
採
や
転
用用
をを

す
る
場

　
す
る
場
合合

ど
の
森
林
が
該
当
し
ま

す
）の
伐
採
や
、
事
業

地
、
宅
地
と
い
っ
た
森

林
以
外
へ
の
転
用
を
す

る
場
合
。

　
保
安
林
に
指
定
さ
れ

た
山
林
は
、
別
の
手
続

き
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

葛

届
出
が
必
要
な
方

　
森
林
所
有
者
、
転
用

を
す
る
事
業
者
な
ど
。

葛

届
出
に
必
要
な
も
の

①
伐
採
お
よ
び
伐
採
後

葛

届
出
が
必
要
な
方

　
４
月
１
日
以
降
、

森
林
の
土
地
を
売
買

や
相
続
、
贈
与
な
ど

に
よ
り
新
た
に
取
得

し
た
個
人
や
法
人
。

葛

届
出
に
必
要
な
も
 

　
の

①
森
林
の
土
地
の
所
有
者
届
出
書（
届
出

　
書
は
、
届
出
先
の
窓
口
に
配
置
し
て
あ

　
り
ま
す
）。

②
権
利
を
取
得
し
た
こ
と
が
わ
か
る
書
類

　（
売
買
契
約
書
や
登
記
事
項
証
明
書
な

　
ど
の
写
し
）。

③
森
林
の
土
地
の
位
置
が
分
か
る
図
面
。

葛

届
出
の
時
期

　
森
林
の
土
地
の
所
有
者
と
な
っ
て
か
ら

　
日
以
内
。

９０

葛

届
出
が
不
要
の
場
合

　
国
土
利
用
計
画
法
に
基
づ
く
届
出
が
義

務
付
け
ら
れ
て
い
る
面
積
を
取
得
し
た
場

合（
都
市
計
画
区
域
５
、０
０
０
㎡
以
上
、

都
市
計
画
区
域
外
１
万
㎡
以
上
）。

葛

届
出
先

　
取
得
し
た
森
林
の
土
地
が
所
在
す
る
市

町
村
の
林
政
担
当
窓
口（
市
内
の
土
地
の

場
合
は
、
農
林
課
ま
た
は
各
総
合
支
所
産

業
建
設
課
）。

　
森
林
は
、
個
人
の
財
産
で
あ
る
と
同
時

に
、
地
域
の
水
土
保
全
や
野
生
生
物
の
生

息
場
所
と
い
っ
た
多
様
な
機
能
を
持
っ
て

い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
森
林
の
機
能
が
持

続
す
る
よ
う
、
森
林
資
源
の
管
理
や
整
備

に
つ
い
て
、
地
域
の
森
林
計
画
が
立
て
ら

れ
て
お
り
、
森
林
の
伐
採
や
転
用
を
す
る

場
合
に
は
、
必
ず
届
出
や
許
可
が
必
要
と

な
り
ま
す
。

葛

届
出
が
必
要
な
場
合

　
森
林
計
画
対
象
森
林（
市
内
の
ほ
と
ん

郭

　
の
造
林
届（
届
出
書
は
、
届
出
先
の
窓

　
口
に
配
置
し
て
あ
り
ま
す
）。

②
森
林
の
位
置
が
分
か
る
図
面
。
　

③
面
積
を
求
め
た
図
面
。

葛

届
出
の
時
期

　
伐
採
や
転
用
を
す
る
　
日
前
か
ら
　
日

９０

３０

前
。

葛

届
出
先

　
森
林
が
所
在
す
る
市
町
村
の
林
政
担
当

窓
口（
市
内
の
森
林
の
場
合
は
、
農
林
課

ま
た
は
各
総
合
支
所
産
業
建
設
課
）。

伐採する場合転用する場合

く
わ
し
く
は

　
農
林
課
 林
政
係

　
緯（
　
）５
１
７
２

２１


